
玉野市立小中学校保護者の皆様へ

玉野市学習用端末補償制度のご案内 (追加募集 )

【補償制度の内容】
契約者：（一社）ギガスクールサポーター　保険期間：令和5年 6月 1日午後４時から令和6年 4月 1日午後4時まで
保険の対象：玉野市から貸与される学習用端末　　保険金額（補償限度額）：５５，０００円
免責（事故の際の自己負担）：なし　保険料：７３０円（一時払い）　　集金事務手数料：２２０円
※1コンビニ払い・PayPay 払いは払込用紙発行手数料２２０円加算され、合計1，１７０円になります。
引受保険会社：日新火災海上保険株式会社　担当支店：横浜サービス支店（TEL０４５－６３３－５２９１）　
保険種類：財産補償保険

こんなときお役に立ちます

※上記は保険の内容をごく簡単に表したものです。
　財産補償保険の詳細につきましては担当代理店にお問い合わせいただくか、右の QR コードを
　読み取っていただき、日新火災のホームページから商品紹介をご覧ください。

【文書番号】ＳＫ202202-04

カバンの中のお茶がこぼれて
タブレットが起動しなくなった

自宅内で床に置いてあった
タブレットを生徒の家族が
誤って踏んで破損させた

下校中にカバンからタブレットを
取り出したら、落として画面が
割れてしまった

0120-281-086

担当代理店・担当者
〒221-0863　
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１４９１－９
担当者：山下・末永

（株）スクールキーパー

【受付時間】AM9：00 ～ PM5：00　【FAX】045-373-3444
　　　　　 （土日祝日を除く平日）

①　制度加入料は950円（保険料730円 +集金事務手数料220円）

②　補償限度額は５５，０００円（免責なし）　　　　　
③　さまざまなリスクを幅広く補償
④　保管中はもちろん、使用中・登下校中も補償
⑤　新価額を基準に実際の損害額を補償

特徴

　この保険は２～４月中に申込募集を行なっており、今回はその追加募集となります。
　その際にお申込みいただいた方は重複加入になるためお申込み不要です。ご注意ください。

※1 コンビニ払い・PayPay払いは払込用紙発行手数料220円加算され、合計1,170円です

お申込み方法
下記QRコードまたはURLからお申込みください。
申し込み締切は５月３１日（水）まで、コンビニ払いの請求書支払締切は６月１５日（木）までです。
５月３１日以降の追加募集は行ないません。ご了承ください。

クレジットカード払い→
　　(９５０円)

コンビニ払い→
(１,１７０円)
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